
参考２－１

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び

看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の

算定方法
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
七
号
）
（
抄

）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基

一

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基

準
並
び
に
通
所
介
護
費
の
算
定
方
法

準
並
び
に
通
所
介
護
費
の
算
定
方
法

イ

指
定
通
所
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一

イ

指
定
通
所
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
指
定

号
通
所
事
業
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
若
し
く
は
第
一
号
通
所
事
業
（
指
定
居
宅

す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年

ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所

厚
生
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

事
業
を
い
う
。
こ
の
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て

九
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
を
い
う
。
こ
の
号
及

受
け
、
か
つ
、
指
定
通
所
介
護
の
事
業
及
び
第
一
号
通
所
事
業
が
同
一
の
事
業

び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
又
は
そ
の
双
方
の
指
定
を
併
せ
て
受

所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
通
所
介
護

け
、
か
つ
、
指
定
通
所
介
護
の
事
業
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
及
び

の
利
用
者
の
数
及
び
第
一
号
通
所
事
業
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
）
が
次
の
表

第
一
号
通
所
事
業
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場

の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
通
所
介
護
費
（
通
常
規
模

合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
通
所
介
護
の
利
用
者
の
数
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護

型
通
所
介
護
費
、
大
規
模
型
通
所
介
護
費

又
は
大
規
模
型
通
所
介
護
費

に

の
利
用
者
の
数
及
び
第
一
号
通
所
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
利
用

(Ⅰ)

(Ⅱ)

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

者
の
数
の
合
計
数
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
通
所
介
護
費
（
通
常
規
模
型
通
所
介
護
費
、
大
規
模
型
通
所
介
護
費

又
(Ⅰ)

は
大
規
模
型
通
所
介
護
費

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

(Ⅱ)

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

四

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並

四

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並

び
に
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

び
に
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
係
る
厚
生

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
係
る
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に

労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に

短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

⑴

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
短
期
入
所
療

⑴

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併

養
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
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せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
短

せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ

期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及

び
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
。
以
下
こ

び
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
。
ロ
⑴
及

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場

び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場

合
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

合
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
係
る
厚
生
労
働
大

（
新
設
）

臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
短
期
入

所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

⑴

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
が
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
つ
い
て

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
短
期
入
所
療

の
数
の
基
準

養
介
護
費
の
算
定
方
法

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位

者
の
数
及
び
入
所
者
の
数
の
合
計

数
表
の
所
定
単
位
数
に
百
分
の
七
十
を

数
が
施
行
規
則
第
百
二
十
二
条
の

乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て
、
指
定

規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
に

居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の

提
出
し
た
入
所
者
の
定
員
を
超
え

算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
定

る
こ
と
。

す
る
。

⑵

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
又
は
介

護
職
員
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合

に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護

費
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
及
び
特
定
介
護
医
療
院
短
期

入
所
療
養
介
護
費
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
お
い

て
算
定
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。
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厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
師
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
短
期
入
所
療

薬
剤
師
、
看
護
職
員
又
は
介
護
職

養
介
護
費
の
算
定
方
法

員
の
員
数
の
基
準

療
養
床
の
種
類
ご
と
に
、
指
定
居

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位

宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四
十
二
条

数
表
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の
配

に
定
め
る
員
数
を
置
い
て
い
な
い

置
に
応
じ
た
所
定
単
位
数
又
は
特
定
介

こ
と
。

護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
所

定
単
位
数
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得

た
単
位
数
を
用
い
て
、
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
。

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

十
二
条
に
定
め
る
員
数
の
看
護
職

位
数
表
の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所

員
及
び
介
護
職
員
を
置
い
て
お
り

療
養
介
護
費

又
は
Ⅰ
型
特
別
介
護
医

(Ⅲ)

、
同
条
に
定
め
る
看
護
職
員
の
員

療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
所
定
単

数
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た

位
数
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
単

数
の
看
護
師
を
置
い
て
い
な
い
こ

位
数
を
用
い
て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

と
。

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
。

⑶

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
又
は
介

護
職
員
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合

に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入

所
療
養
介
護
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
及

び
特
定
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所

療
養
介
護
事
業
所
に
お
い
て
算
定
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
師
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
短
期
入
所
療

薬
剤
師
、
看
護
職
員
又
は
介
護
職

養
介
護
費
の
算
定
方
法

員
の
員
数
の
基
準

療
養
床
の
種
類
ご
と
に
、
指
定
居

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
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宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四
十
二
条

数
表
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の
配

に
定
め
る
員
数
を
置
い
て
い
な
い

置
に
応
じ
た
所
定
単
位
数
又
は
特
定
介

こ
と
。

護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
所

定
単
位
数
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得

た
単
位
数
を
用
い
て
、
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
。

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

十
二
条
に
定
め
る
員
数
の
看
護
職

位
数
表
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療

員
及
び
介
護
職
員
を
置
い
て
お
り

院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
ユ
ニ

(Ⅱ)

、
同
条
に
定
め
る
看
護
職
員
の
員

ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入

数
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た

所
療
養
介
護
費
の
所
定
単
位
数
に
百
分

数
の
看
護
師
を
置
い
て
い
な
い
こ

の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い

と
。

て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に

よ
り
算
定
す
る
。

五
の
二

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数

五
の
二

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数

の
基
準
並
び
に
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
算
定
方
法

の
基
準
並
び
に
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
算
定
方
法

イ

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
地
域
密
着
型

イ

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
号
通
所
事
業
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

通
所
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
若
し
く
は
第
一

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

号
通
所
事
業
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

十
四
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
指
定
地

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
事
業

る
第
一
号
通
所
事
業
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
又
は
そ
の

及
び
第
一
号
通
所
事
業
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い

双
方
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
事
業
、

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
第
一

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
及
び
第
一
号
通
所
事
業
が
同
一
の
事
業
所
に

号
通
所
事
業
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に

お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
（
地
域
密
着
型
通
所
介
護

所
介
護
の
利
用
者
の
数
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
第
一

費
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す

号
通
所
事
業
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に

る
。

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
（
地
域
密
着
型
通
所
介
護

499
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費
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す

る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

十
五

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
所
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準

十
五

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の

並
び
に
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
算
定
方
法

基
準
並
び
に
介
護
予
防
通
所
介
護
費
の
算
定
方
法

イ

介
護
医
療
院
の
月
平
均
の
入
所
者
の
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に

イ

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
介
護
予
防
通
所

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下

介
護
事
業
者
が
指
定
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
若
し
く
は
第
一
号
通
所
事
業
の

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

指
定
又
は
そ
の
双
方
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介

護
の
事
業
、
指
定
通
所
介
護
の
事
業
及
び
第
一
号
通
所
事
業
が
同
一
の
事
業
所

に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
介
護
予
防
通

所
介
護
の
利
用
者
の
数
、
指
定
通
所
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
第
一
号
通
所
事

業
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
介
護
予
防
通
所
介
護
費
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
所
者

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
予
防
通

の
数
の
基
準

サ
ー
ビ
ス
費
の
算
定
方
法

の
数
の
基
準

所
介
護
費
の
算
定
方
法

施
行
規
則
第
百
三
十
八
条
の
規
定

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
に
提
出

位
数
表
の
所
定
単
位
数
に
百
分
の
七
十

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

し
た
運
営
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い

を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て
、
指

総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

る
利
用
定
員
を
超
え
る
こ
と
。

定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の

の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に
よ
り

法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生

号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介

算
定
す
る
。

労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関

護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介

す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
厚
生

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

労
働
省
令
第
五
十
七
号
）
附
則
第

表
」
と
い
う
。
）
の
所
定
単
位
数
に
百

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

い
て
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要

た
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
八
の

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
に

の
例
に
よ
り
算
定
す
る
。

提
出
し
た
運
営
規
程
に
定
め
ら
れ

500
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て
い
る
利
用
定
員
を
超
え
る
こ
と

。

ロ

介
護
医
療
院
の
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
又
は
介
護
支
援
専

ロ

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
所
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
が
次

門
員
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
予
防
通

け
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

所
介
護
費
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

に
よ
り
算
定
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
師
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
看
護
職

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
予
防
通

薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員

サ
ー
ビ
ス
費
の
算
定
方
法

員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
の
基
準

所
介
護
費
の
算
定
方
法

又
は
介
護
支
援
専
門
員
の
員
数
の

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

基
準

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七

単
位
数
表
の
所
定
単
位
数
に
百
分
の
七

療
養
床
の
種
類
ご
と
に
、
介
護
医

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

年
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）
附
則

十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て
、

療
院
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
療
養
棟
に

位
数
表
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の

第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
な

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び

配
置
に
応
じ
た
所
定
単
位
数
に
百
分
の

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に

設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準

七
十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て

れ
た
同
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

よ
り
算
定
す
る
。

（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費

改
正
前
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

五
号
。
以
下
「
介
護
医
療
院
基
準

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に

ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
定
め
る

よ
り
算
定
す
る
。

運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー

員
数
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
。

ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

介
護
医
療
院
基
準
第
四
条
に
定
め

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
員
数
の
介
護
支
援
専
門
員
を
置

位
数
表
の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

い
て
お
り
、
か
つ
、
介
護
医
療
院

費

、
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ

省
令
第
三
十
五
号
）
第
九
十
七
条

(Ⅲ)

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
療
養
棟
に
同
条

ス
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院

に
定
め
る
員
数
を
置
い
て
い
な
い

に
定
め
る
員
数
の
看
護
職
員
及
び

サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型

こ
と
。

(Ⅱ)

介
護
職
員
を
置
い
て
お
り
、
同
条

特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
所
定

に
定
め
る
看
護
職
員
の
員
数
に
百

単
位
数
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た

分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
看

単
位
数
を
用
い
て
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ

護
師
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
。

ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
。

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
又
は

（
新
設
）

介
護
支
援
専
門
員
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
す

501
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る
場
合
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ
い
て
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
師
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院

薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員

サ
ー
ビ
ス
費
の
算
定
方
法

又
は
介
護
支
援
専
門
員
の
員
数
の

基
準

療
養
床
の
種
類
ご
と
に
、
常
勤
換

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

算
方
法
で
、
入
居
者
の
数
の
合
計

位
数
表
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の

数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

配
置
に
応
じ
た
所
定
単
位
数
に
百
分
の

と
に
一
以
上
の
看
護
職
員
の
数
を

七
十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て

置
い
て
お
ら
ず
、
若
し
く
は
五
又

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に

上
の
介
護
職
員
の
数
を
置
い
て
お

よ
り
算
定
す
る
。

ら
ず
、
又
は
介
護
医
療
院
基
準
第

四
条
に
定
め
る
員
数
の
医
師
若
し

く
は
介
護
支
援
専
門
員
を
置
い
て

い
な
い
こ
と
。

介
護
医
療
院
基
準
第
四
条
に
定
め

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

る
員
数
の
介
護
支
援
専
門
員
を
置

位
数
表
の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

い
て
お
り
、
か
つ
、
介
護
医
療
院

費

、
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ

(Ⅲ)

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
療
養
棟
に
同
条

ス
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院

に
定
め
る
員
数
の
看
護
職
員
及
び

サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型

(Ⅱ)

介
護
職
員
を
置
い
て
お
り
、
同
条

特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
所
定

に
定
め
る
看
護
職
員
の
員
数
に
百

単
位
数
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た

分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
看

単
位
数
を
用
い
て
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ

護
師
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
。

ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
。

十
六
・
十
七

（
略
）

十
六
・
十
七

（
略
）

十
八

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準

十
八

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準

並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法
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イ

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に

係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基

係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基

準
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

準
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

⑴

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
介

⑴

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
（
指
定
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
が
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
の

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
が
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
の

指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業

指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業

と
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的

と
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的

に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護
の
利
用
者
の
数
及
び
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数

護
の
利
用
者
の
数
及
び
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該

。
ロ
⑴
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該

当
す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
つ
い
て
は
、
同

当
す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
つ
い
て
は
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
係
る
厚

（
新
設
）

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並
び

に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

⑴

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
月
平
均
の
利
用
者
の
数
が
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
費
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る

。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
予
防
短

の
数
の
基
準

期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
所
者
の

単
位
数
表
の
所
定
単
位
数
に
百
分
の
七

数
の
合
計
数
が
施
行
規
則
第
百
三

十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て
、

十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

県
知
事
に
提
出
し
た
入
所
者
の
定

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に

員
を
超
え
る
こ
と
。

よ
り
算
定
す
る
。

⑵

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職

員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
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す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
Ⅰ
型
介
護
医
療
院

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所

療
養
介
護
費
及
び
特
定
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
ユ

ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
お
い
て
算
定
さ
れ

る
場
合
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
師
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
予
防
短

薬
剤
師
、
看
護
職
員
又
は
介
護
職

期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

員
の
員
数
の
基
準

療
養
床
の
種
類
ご
と
に
、
指
定
介

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
八
十

単
位
数
表
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員

七
条
に
定
め
る
員
数
を
置
い
て
い

の
配
置
に
応
じ
た
所
定
単
位
数
又
は
特

な
い
こ
と
。

定
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
費
の
所
定
単
位
数
に
百
分
の
七

十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て
、

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に

よ
り
算
定
す
る
。

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付

百
八
十
七
条
に
定
め
る
員
数
の
看

費
単
位
数
表
の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護

護
職
員
及
び
介
護
職
員
を
置
い
て

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
Ⅰ

(Ⅲ)

お
り
、
同
条
に
定
め
る
看
護
職
員

型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入

の
員
数
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て

所
療
養
介
護
費
の
所
定
単
位
数
に
百
分

得
た
数
の
看
護
師
を
置
い
て
い
な

の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い

い
こ
と
。

て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る

費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例

に
よ
り
算
定
す
る
。

⑶

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職

員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当

す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
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介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医

療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
及
び
特
定
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
費
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事

業
所
に
お
い
て
算
定
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
師
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
予
防
短

薬
剤
師
、
看
護
職
員
又
は
介
護
職

期
入
所
療
養
介
護
費
の
算
定
方
法

員
の
員
数
の
基
準

療
養
床
の
種
類
ご
と
に
、
指
定
介

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
八
十

単
位
数
表
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員

七
条
に
定
め
る
員
数
を
置
い
て
い

の
配
置
に
応
じ
た
所
定
単
位
数
又
は
特

な
い
こ
と
。

定
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
費
の
所
定
単
位
数
に
百
分
の
七

十
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て
、

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に

よ
り
算
定
す
る
。

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付

百
八
十
七
条
に
定
め
る
員
数
の
看

費
単
位
数
表
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護

護
職
員
及
び
介
護
職
員
を
置
い
て

医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

お
り
、
同
条
に
定
め
る
看
護
職
員

費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護

(Ⅲ)

の
員
数
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て

医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

得
た
数
の
看
護
師
を
置
い
て
い
な

費
の
所
定
単
位
数
に
百
分
の
七
十
を
乗

い
こ
と
。

じ
て
得
た
単
位
数
を
用
い
て
、
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
例
に
よ
り

算
定
す
る
。
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
九
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

一

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

併
設
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費
又
は
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介

ロ

併
設
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費
又
は
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介

護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条

護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
基
準

件
に
関
す
る
基
準

⑴

併
設
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護

⑴

併
設
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

㈠

当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（

百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
五
に

あ
る
場
合
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件

規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
い
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人

に
関
す
る
基
準

ホ
ー
ム
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
で
あ
る
場
合
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤

務
条
件
に
関
す
る
基
準

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ

と
。

と
。

ａ
～
ｅ

（
略
）

ａ
～
ｅ

（
略
）

㈡

当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
が
併
設
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ

㈡

当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
が
併
設
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
併
設
事
業
所
を
い
う
。

ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
併
設
事
業
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う

以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う

職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ

と
。

と
。
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ａ

併
設
本
体
施
設
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
十
四
条
第
四
項

ａ

利
用
者
の
数
が
二
十
五
以
下
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
併
設
本

に
規
定
す
る
併
設
本
体
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
㈡
及
び
⑵
に
お
い
て

体
施
設
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す

同
じ
。
）
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
場
合
の
指
定
短
期
入
所
生

る
併
設
本
体
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数

活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
に
加
え
て
、
一
以
上

㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ｂ

併
設
本
体
施
設
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
場
合

ｂ

利
用
者
の
数
が
二
十
六
以
上
六
十
以
下
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は

の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す

、
併
設
本
体
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員

る
基
準

又
は
看
護
職
員
に
加
え
て
、
二
以
上

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
の
数
の
合
計
数
が
二
十
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ｃ

ａ
又
は
ｂ
以
外
の
場
合
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う

ｃ

利
用
者
の
数
が
六
十
一
以
上
八
十
以
下
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は

職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

、
併
設
本
体
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員

ⅰ

利
用
者
の
数
が
二
十
五
以
下
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
併
設

又
は
看
護
職
員
に
加
え
て
、
三
以
上

本
体
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は

看
護
職
員
に
加
え
て
、
一
以
上

ⅱ

利
用
者
の
数
が
二
十
六
以
上
六
十
以
下
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て

は
、
併
設
本
体
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護

職
員
又
は
看
護
職
員
に
加
え
て
、
二
以
上

ⅲ

利
用
者
の
数
が
六
十
一
以
上
八
十
以
下
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て

は
、
併
設
本
体
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護

職
員
又
は
看
護
職
員
に
加
え
て
、
三
以
上

ⅳ

利
用
者
の
数
が
八
十
一
以
上
百
以
下
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は

、
併
設
本
体
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護
職

員
又
は
看
護
職
員
に
加
え
て
、
四
以
上

ⅴ

利
用
者
の
数
が
百
一
以
上
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
併
設
本

体
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看

護
職
員
に
加
え
て
、
四
に
、
利
用
者
の
数
が
百
を
超
え
て
二
十
五
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
一
を
加
え
て
得
た
数
以
上

（
削
る
）

ｄ

利
用
者
の
数
が
八
十
一
以
上
百
以
下
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
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併
設
本
体
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又

は
看
護
職
員
に
加
え
て
、
四
以
上

（
削
る
）

ｅ

利
用
者
の
数
が
百
一
以
上
の
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
併
設
本
体

施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
の
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職

員
に
加
え
て
、
四
に
、
利
用
者
の
数
が
百
を
超
え
て
二
十
五
又
は
そ
の

端
数
を
増
す
ご
と
一
を
加
え
て
得
た
数
以
上

⑵

併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入

⑵

併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入

所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

併
設
本
体
施
設
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
場
合
の
指
定
短
期
入

二
の
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
が
一

所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

以
上
で
あ
る
こ
と
。

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短

期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入

所
者
の
数
の
合
計
数
が
二
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ

る
こ
と
。

㈡

㈠
以
外
の
場
合
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行

う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

二
の
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
が

一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
併
設
本
体
施
設
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の
数
は
併
設
ユ
ニ
ッ
ト

型
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四
十
条
の
四
第
四
項
に
規
定

す
る
併
設
ユ
ニ
ッ
ト
型
事
業
所
を
い
う
。
）
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
数
及
び
当
該

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
数
の
合
計
数
を
基
礎

と
し
て
算
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

夜
勤
職
員
配
置
加
算

、

、

又
は

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生

ハ

夜
勤
職
員
配
置
加
算

又
は

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

夜
勤
職
員
配
置
加
算

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤

⑴

夜
勤
職
員
配
置
加
算

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤

(Ⅰ)

(Ⅰ)

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
イ
⑴
又
は
ロ
⑴
に
規

㈡

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
イ
⑴
又
は
ロ
⑴
に
規

定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以

定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
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上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

上
で
あ
る
こ
と
。

い
る
場
合
は
、
イ
⑴
又
は
ロ
⑴
に
規
定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は

看
護
職
員
の
数
に
十
分
の
九
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ａ

利
用
者
の
動
向
を
検
知
で
き
る
見
守
り
機
器
を
、
当
該
指
定
短
期
入

所
生
活
介
護
事
業
所
の
利
用
者
の
数
の
百
分
の
十
五
以
上
の
数
設
置
し

て
い
る
こ
と
。

ｂ

見
守
り
機
器
を
安
全
か
つ
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置

し
、
必
要
な
検
討
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

夜
勤
職
員
配
置
加
算

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤

⑵

夜
勤
職
員
配
置
加
算

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤

(Ⅱ)

(Ⅱ)

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
イ
⑵
又
は
ロ
⑵
に
規

㈡

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
イ
⑵
又
は
ロ
⑵
に
規

定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以

定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以

上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

上
で
あ
る
こ
と
。

い
る
場
合
は
、
イ
⑵
又
は
ロ
⑵
に
規
定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は

看
護
職
員
の
数
に
十
分
の
九
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ａ

利
用
者
の
動
向
を
検
知
で
き
る
見
守
り
機
器
を
、
当
該
指
定
短
期
入

所
生
活
介
護
事
業
所
の
利
用
者
の
数
の
百
分
の
十
五
以
上
の
数
設
置
し

て
い
る
こ
と
。

ｂ

見
守
り
機
器
を
安
全
か
つ
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置

し
、
必
要
な
検
討
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑶

夜
勤
職
員
配
置
加
算

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤

（
新
設
）

(Ⅲ)

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑴
㈠
及
び
㈡
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

夜
勤
時
間
帯
を
通
じ
て
、
看
護
職
員
又
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

職
員
を
一
人
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

ａ

介
護
福
祉
士
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附

則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
登
録
者
（
ｂ
に
お
い
て
「
特
定

登
録
者
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
特
定
登
録
者
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（
ｃ
に
お
い
て
「
新
特
定
登
録
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚

生
省
令
第
四
十
九
号
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
い
ず
れ
か

の
行
為
に
係
る
実
地
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者

ｂ

特
定
登
録
者
で
あ
っ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介

護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定

す
る
特
定
登
録
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

ｃ

新
特
定
登
録
者
で
あ
っ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の

介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
第
十
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
新
特
定
登
録
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者

ｄ

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号

）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者

㈢

㈡
ａ
、
ｂ
又
は
ｃ
に
該
当
す
る
職
員
を
配
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
喀か

く

痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
八
条

た
んの

三
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
を
い
う
。
）
を
、
㈡
ｄ
に
該
当
す
る
職
員

を
配
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
行
為
業
務
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護

福
祉
士
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
業
務
を
い
う
。

）
の
登
録
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
登
録
を
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⑷

夜
勤
職
員
配
置
加
算

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
夜
勤

（
新
設
）

(Ⅳ)

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑵
㈠
及
び
㈡
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

二

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保

健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜

健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜

勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入

⑴

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入

所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準
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㈠

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

を
算
定
す
べ
き

㈠

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基

期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

準
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
が
二
以
上
（
指
定
短
期
入

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
が
二
以
上
（
指
定
短
期
入

所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の

所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の

数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）

数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）

が
四
十
以
下
の
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
っ
て
、
常
時
、
緊
急
時
の
連
絡

が
四
十
以
下
の
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
っ
て
、
常
時
、
緊
急
時
の
連
絡

体
制
を
整
備
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

体
制
を
整
備
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

㈡
・
㈢

（
略
）

㈡
・
㈢

（
略
）

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

及
び

を

㈠

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件

べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す

に
関
す
る
基
準

る
基
準

二
の
ユ
ニ
ッ
ト
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
五
条
の
二
に
規

二
の
ユ
ニ
ッ
ト
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
五
条
の
二
に
規

定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
夜
勤
を

定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
夜
勤
を

行
う
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

行
う
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡
・
㈢

（
略
）

㈡
・
㈢

（
略
）

⑶

（
略
）

⑶

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
短
期
入

（
新
設
）

所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
医
療
院
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件

に
関
す
る
基
準

⑴

Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所

療
養
介
護
費
及
び
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
介
護
医
療
院
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
が
、
当
該
療
養
棟
（
一
又
は
複
数
の
療
養

床
（
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
療
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養
床
を
い
う
。
）
に
よ
り
一
体
的
に
構
成
さ
れ
る
場
所
を
い
う
。
）
に
お

け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
所
者
の
数
の
合
計

数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
二
以

上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

当
該
介
護
医
療
院
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
一
以
上
で

あ
る
こ
と
。

㈢

㈠
及
び
㈡
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
介

護
医
療
院
で
あ
っ
て
、
常
時
、
緊
急
時
に
お
け
る
併
設
さ
れ
る
医
療
機
関

と
の
連
絡
体
制
を
整
備
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
夜
勤
を
行
う
看
護

職
員
又
は
介
護
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

ａ

当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
介
護
医
療
院
が
、
介
護
医
療

院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
条
第
七

項
に
規
定
す
る
併
設
型
小
規
模
介
護
医
療
院
で
あ
る
こ
と
。

ｂ

当
該
併
設
型
小
規
模
介
護
医
療
院
に
併
設
さ
れ
る
医
療
機
関
（
ｃ
に

お
い
て
「
併
設
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
で
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
又

は
介
護
職
員
の
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ｃ

当
該
併
設
型
小
規
模
介
護
医
療
院
の
入
所
者
、
指
定
短
期
入
所
療
養

介
護
の
利
用
者
及
び
併
設
医
療
機
関
の
入
院
患
者
の
数
の
合
計
が
十
九

人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ

型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
介
護
医
療
院

短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を

行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

イ
⑵
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑶

夜
間
勤
務
等
看
護

か
ら

ま
で
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅰ)

(Ⅳ)

護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

夜
間
勤
務
等
看
護

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤

(Ⅰ)

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
介
護
医
療
院
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う

看
護
職
員
の
数
が
、
当
該
介
護
医
療
院
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
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護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
所
者
の
数
の
合
計
数
が
十
五
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

夜
間
勤
務
等
看
護

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤

(Ⅱ)

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
㈠
の
規
定
中
「
十
五

」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

㈢

夜
間
勤
務
等
看
護

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤

(Ⅲ)

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

ａ

㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
㈠
の
規
定
中
「
看

護
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

ｂ

当
該
介
護
医
療
院
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
一
以
上

で
あ
る
こ
と
。

㈣

夜
間
勤
務
等
看
護

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤

(Ⅳ)

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
㈠
の
規
定
中
「
看
護

職
員
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
」
と
、
「
十
五
」
と
あ

る
の
は
「
二
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員

四

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

イ

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
地

イ

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
地

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
基
準

件
に
関
す
る
基
準

⑴

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指

⑴

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う

第
一
号
ロ
⑴
の
規
定
を
準
用
す
る
。

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
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所
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
基
準
第
百
四
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入

所
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
を
併
設
す
る

場
合
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤

務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈡

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑵
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈢

㈠
又
は
㈡
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算

定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤

定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う

第
一
号
ロ
⑵
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
指
定
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所
を
併
設
す
る
場
合
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈡
ｂ
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈡

㈠
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑵
㈡
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ロ

経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ

ロ

経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ

ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す

ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す

べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う

べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う

職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す

⑴

経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す
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べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行

べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行

う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う

第
一
号
ロ
⑴
の
規
定
を
準
用
す
る
。

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
除
く
。
）
を
併
設

す
る
場
合
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈡

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑵
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈢

㈠
又
は
㈡
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う

第
一
号
ロ
⑵
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
指
定
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所
を
併
設
す
る
場
合
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈡
ｂ
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈡

㈠
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑵
㈡
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
削
る
）

ハ

旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
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所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入

所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入

所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑵
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ハ

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し
く
は
ロ
、
夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し
く

ニ

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し
く
は
ロ
又
は
夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

は
ロ
、
夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し
く
は
ロ
又
は
夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ

く
は
ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

(Ⅲ)

(Ⅳ)

若
し
く
は
ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生

護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

⑴

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

(Ⅰ)

(Ⅰ)

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定

㈡

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定

す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い

で
あ
る
こ
と
。

る
場
合
は
、
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護

職
員
の
数
に
十
分
の
九
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ａ

入
所
者
の
動
向
を
検
知
で
き
る
見
守
り
機
器
を
、
当
該
指
定
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
入
所
者
の
数
の
百
分
の
十
五
以
上
の
数
設

置
し
て
い
る
こ
と
。

ｂ

見
守
り
機
器
を
安
全
か
つ
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置

し
、
必
要
な
検
討
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

⑶

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

⑶

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

(Ⅱ)

(Ⅱ)

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）
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㈡

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定

㈡

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定

す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い

で
あ
る
こ
と
。

る
場
合
は
、
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護

職
員
の
数
に
十
分
の
九
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ａ

入
所
者
の
動
向
を
検
知
で
き
る
見
守
り
機
器
を
、
当
該
指
定
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
入
所
者
の
数
の
百
分
の
十
五
以
上
の
数
設

置
し
て
い
る
こ
と
。

ｂ

見
守
り
機
器
を
安
全
か
つ
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置

し
、
必
要
な
検
討
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑷

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

⑷

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

(Ⅱ)

(Ⅱ)

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

㈠

ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
費
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

㈡

（
略
）

㈡

（
略
）

⑸

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施

（
新
設
）

(Ⅲ)

設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑴
㈠
及
び
㈡
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
一
号
ハ
⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑹

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施

（
新
設
）

(Ⅲ)

設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑵
㈠
及
び
㈡
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
一
号
ハ
⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑺

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施

（
新
設
）

(Ⅳ)

設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑶
㈠
及
び
㈡
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
一
号
ハ
⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑻

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施

（
新
設
）

(Ⅳ)

設
入
所
者
生
活
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準
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㈠

⑷
㈠
及
び
㈡
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
一
号
ハ
⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基

五

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基

準

準

イ

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

イ

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
基
準

件
に
関
す
る
基
準

⑴

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

⑴

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

当
該
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

第
一
号
ロ
⑴
の
規
定
を
準
用
す
る
。

が
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活

介
護
事
業
所
を
除
く
。
）
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈡

当
該
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

が
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
併
設
す
る
場
合
の
指

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑵
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈢

㈠
又
は
㈡
以
外
の
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職

員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

当
該
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老

第
一
号
ロ
⑵
の
規
定
を
準
用
す
る
。

人
福
祉
施
設
が
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
併
設
す
る
場
合
の
ユ

ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に

関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
㈡
ｂ
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈡

㈠
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

施
設
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

519
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第
一
号
ロ
⑵
㈡
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
削
る
）

ロ

旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所

者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
一
号
ロ
⑴
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る

基
準第

一
号
ロ
⑵
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ロ

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し
く
は
ロ
、
夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し
く

ハ

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し
く
は
ロ
又
は
夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

は
ロ
、
夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
若
し
く
は
ロ
又
は
夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ

く
は
ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の

(Ⅲ)

(Ⅳ)

若
し
く
は
ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職

勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

⑴

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅰ)

(Ⅰ)

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

㈠

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス
費
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

㈡

入
所
定
員
が
三
十
人
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た

㈡

入
所
定
員
が
三
十
一
人
以
上
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
限
る
。
）
又
は
三
十
一
人
以
上
五
十
人
以
下

で
あ
る
こ
と
。

㈢

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定

㈢

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定

す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い

で
あ
る
こ
と
。

る
場
合
は
、
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護

職
員
の
数
に
十
分
の
九
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ａ

入
所
者
の
動
向
を
検
知
で
き
る
見
守
り
機
器
を
、
当
該
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
入
所
者
の
数
の
百
分
の
十
五
以
上
の
数
設
置
し
て
い
る

こ
と
。
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ｂ

見
守
り
機
器
を
安
全
か
つ
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置

し
、
必
要
な
検
討
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

⑵

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅰ)

(Ⅰ)

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

入
所
定
員
が
三
十
人
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
指
定
を
受

㈡

入
所
定
員
が
三
十
人
又
は
五
十
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

け
た
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
限
る
。
）
又
は
五
十
一
人
以
上
で
あ
る

こ
と
。

㈢

（
略
）

㈢

（
略
）

⑶

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

⑶

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅱ)

(Ⅱ)

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

㈠

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入

所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

㈡

入
所
定
員
が
三
十
人
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た

㈡

入
所
定
員
が
三
十
一
人
以
上
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
限
る
。
）
又
は
三
十
一
人
以
上
五
十
人
以
下

で
あ
る
こ
と
。

㈢

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定

㈢

夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
が
、
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定

す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い

で
あ
る
こ
と
。

る
場
合
は
、
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
夜
勤
を
行
う
介
護
職
員
又
は
看
護

職
員
の
数
に
十
分
の
九
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ａ

入
所
者
の
動
向
を
検
知
で
き
る
見
守
り
機
器
を
、
当
該
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
入
所
者
の
数
の
百
分
の
十
五
以
上
の
数
設
置
し
て
い
る

こ
と
。

ｂ

見
守
り
機
器
を
安
全
か
つ
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置

し
、
必
要
な
検
討
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑷

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

⑷

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅱ)

(Ⅱ)

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

入
所
定
員
が
三
十
人
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
指
定
を
受

㈡

入
所
定
員
が
三
十
人
又
は
五
十
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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け
た
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
限
る
。
）
又
は
五
十
一
人
以
上
で
あ
る

こ
と
。

㈢

（
略
）

㈢

（
略
）

⑸

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

(Ⅲ)

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑴
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
一
号
ハ
⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑹

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

(Ⅲ)

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑵
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
一
号
ハ
⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑺

夜
勤
職
員
配
置
加
算

イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

(Ⅳ)

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑶
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
一
号
ハ
⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑻

夜
勤
職
員
配
置
加
算

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

(Ⅳ)

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

⑷
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
一
号
ハ
⑶
㈡
及
び
㈢
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

六

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を

算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す

算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
基
準

る
基
準

イ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜

イ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜

勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ

⑴

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
二
号
イ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
号
イ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑵
・
⑶

（
略
）

⑵
・
⑶

（
略
）

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
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ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

を
算
定
す
べ
き
介
護

⑴

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

設
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
二
号
イ
⑵
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
号
イ
⑵
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑵
・
⑶

（
略
）

⑵
・
⑶

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

七

（
略
）

七

（
略
）

七
の
二

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

（
新
設
）

Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
別
介
護

医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
、
ユ
ニ
ッ
ト

型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

費
を
算
定
す
べ
き
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件

イ

Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
別

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行

う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
二
号
ハ
⑴
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療

院
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ

き
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件

第
二
号
ハ
⑵
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ハ

夜
間
勤
務
等
看
護

か
ら

ま
で
を
算
定
す
べ
き
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の

(Ⅰ)

(Ⅳ)

夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
二
号
ハ
⑶
の
規
定
を
準
用
す
る
。

八

（
略
）

八

（
略
）

九

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す

九

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
基
準

る
基
準

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介

イ

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介

護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護

護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指

⑴

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
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定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す

定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
基
準

る
基
準

㈠

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は

を
算

㈠

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

定
す
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤

き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件

務
条
件
に
関
す
る
基
準

に
関
す
る
基
準

第
二
号
イ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
号
イ
⑴
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈡
・
㈢

（
略
）

㈡
・
㈢

（
略
）

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算

定
す
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務

定
す
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務

条
件
に
関
す
る
基
準

条
件
に
関
す
る
基
準

㈠

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

㈠

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅰ)

(Ⅰ)

又
は

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行

を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員

(Ⅳ)

う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
二
号
イ
⑵
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
号
イ
⑵
㈠
の
規
定
を
準
用
す
る
。

㈡
・
㈢

（
略
）

㈡
・
㈢

（
略
）

⑶

（
略
）

⑶

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療

（
新
設
）

院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所

療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

⑴

Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入

所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤

を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準

第
二
号
ハ
⑴
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑵

ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
ユ
ニ

ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト

型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る

基
準
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第
二
号
ハ
⑵
の
規
定
を
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用
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⑶
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間
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等
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ま
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指
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入
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(Ⅳ)
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件
に
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準

第
二
号
ハ
⑶
の
規
定
を
準
用
す
る
。

十

（
略
）

十

（
略
）
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参考２－３

厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管

理等及び単位数
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○ 厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数（平成十二年厚生省告示第三十号）（抄）【平成三十年四月一日施行（予定）】

傍 線 部 分 は 改 正 部 分（ ）

改 正 後 改 正 前

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 特 定 診 療 費 及 び 特 別 診 療 費 に 係 る 指 導 管 理 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 特 定 診 療 費 に 係 る 指 導 管 理 等 及 び 単 位 数

等 並 び に 単 位 数

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 特 定 診 療 費 に 係 る 指 導 管 理 等 及 び 単 位 数 は 別 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 特 定 診 療 費 に 係 る 指 導 管 理 等 及 び 単 位 数 は 別、 、

表 第 一 に 定 め る と お り と し 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 特 別 診 療 費 に 係 る 指 表 に 定 め る と お り と す る、 。

導 管 理 等 及 び 単 位 数 は 別 表 第 二 に 定 め る と お り と す る、 。

別表第一 別表

１ 感染対策指導管理（１日につき） ６単位 １ 感染対策指導管理（１日につき） ５単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事 注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事

業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基 業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」とい 準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」とい

う。）第142条第１項に規定する指定短期入所療養介護事業所をい う。）第142条第１項に規定する指定短期入所療養介護事業所をい

い、介護老人保健施設、介護医療院及び指定居宅サービス基準附則 い、介護老人保健施設及び指定居宅サービス基準附則第５条第３項

第５条第３項により読み替えられた指定居宅サービス基準第144条 により読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する基

に規定する基準適合診療所であるものを除く。以下この表において 準適合診療所であるものを除く。以下同じ。）、指定介護療養型医

同じ。）、指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正す 療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号

る法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によ ）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するもの

りなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正 とされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法

前の介護保険法（平成９年法律第123号。以下「平成18年旧介護保 律第123号。以下「平成18年旧介護保険法」という。）第48条第１

険法」という。）第48条第１項第３号に規定する指定介護療養型医 項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）

療施設をいう。以下同じ。）又は指定介護予防短期入所療養介護事 又は指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護予防サービス

業所（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに 等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方 る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚

法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サ 生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。）第18

ービス基準」という。）第187条第１項に規定する指定介護予防短 7条第１項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい

期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、介護医療院及び 、介護老人保健施設及び介護予防サービス基準附則第５条第３項に
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介護予防サービス基準附則第５条第３項により読み替えられた介護 より読み替えられた介護予防サービス基準第189条に規定する基準

予防サービス基準第189条に規定する基準適合診療所であるものを 適合診療所であるものを除く。以下同じ。）において、常時感染防

除く。以下この表において同じ。）において、常時感染防止対策を 止対策を行う場合に、指定短期入所療養介護（指定居宅サービス基

行う場合に、指定短期入所療養介護（指定居宅サービス基準第141 準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）

条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）、指定介 、指定介護療養施設サービス（平成18年旧介護保険法第48条第１項

護療養施設サービス（平成18年旧介護保険法第48条第１項第３号に 第３号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。）

規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。）又は介護 又は介護予防指定短期入所療養介護（介護予防サービス基準第186

予防指定短期入所療養介護（介護予防サービス基準第186条に規定 条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）

する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）を受けて を受けている利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する

いる利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する。 。

２ 褥 瘡対策指導管理（１日につき） ６単位 ２ 褥 瘡対策指導管理（１日につき） ５単位
じよくそう じよくそう

注 （略） 注 （略）

３～17 （略） ３～17 （略）

別表第二 （新設）

１ 感染対策指導管理（１日につき） ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事

業所（指定居宅サービス基準第142条第１項に規定する指定短期入

所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、病院、診療所及び老

人性認知症疾患療養病棟であるものを除く。以下この表において同

じ。）、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所（介

護予防サービス基準第187条第１項に規定する指定介護予防短期入

所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、病院、診療所及び老

人性認知症疾患療養病棟であるものを除く。以下この表において同

じ。）において、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療

養介護、介護医療院サービス又は介護予防指定短期入所療養介護を

受けている利用者又は入所者について、所定単位数を算定する。

２ 褥瘡対策指導管理（１日につき） ６単位
じよくそう

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事

業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所におい
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て、常時褥瘡対策を行う場合に、指定短期入所療養介護、介護医
じよくそう

療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用

者又は入所者（日常生活の自立度が低い者に限る。）について、所

定単位数を算定する。

３ 初期入所診療管理 250単位

注 介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、入

所者に対して、その入所に際して医師が必要な診察、検査等を行い

、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入所中１回（診療

方針に重要な変更があった場合にあっては、２回）を限度として所

定単位数を算定する。

４ 重度療養管理（１日につき） 123単位

注 指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を

受けている利用者（要介護４又は要介護５に該当する者に限る。）

であって別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画

的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った

場合に、所定単位数を算定する。

５ 特定施設管理（１日につき） 250単位

注１ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短

期入所療養介護事業所において、後天性免疫不全症候群の病原体

に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療養介

護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を行

う場合に、所定単位数を算定する。

２ 個室又は２人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に

感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療養介護

、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を行う

場合は、所定単位数に個室の場合にあっては１日につき300単位

、２人部屋の場合にあっては１日につき150単位を加算する。

６ 重症皮膚潰瘍管理指導（１日につき） 18単位
かいよう

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又
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は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療

養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を

受けている利用者又は入所者であって重症皮膚潰瘍を有しているも
かいよう

のに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必

要な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。

７ 薬剤管理指導 350単位

注１ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短

期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにお

いて、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護

予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、

投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週１回に限り

、月に４回を限度として所定単位数を算定する。

２ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬
とう

又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関す

る必要な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数

に50単位を加算する。

８ 医学情報提供

イ 医学情報提供 220単位(Ⅰ)

ロ 医学情報提供 290単位(Ⅱ)

注１ イについては、併設型小規模介護医療院（介護医療院の人員

、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚生労働省

令第５号）第４条第７項に規定する併設型小規模介護医療院を

いう。以下この号において同じ。）である指定短期入所療養介

護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護

事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若しく

は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しくは

入所者の退所時に、診療に基づき、別の診療所での診療の必要

を認め、別の診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同

意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を
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添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護

医療院（併設型小規模介護医療院を除く。）である指定短期入

所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービ

ス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者

若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、別の病院での診療

の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者若しくは入所者

の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文

書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に、

所定単位数を算定する。

２ ロについては、併設型小規模介護医療院である指定短期入所

療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療

養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス

若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若

しくは入所者の退所時に、診療に基づき、病院での診療の必要

を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得

て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて

当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院

（併設型小規模介護医療院を除く。）である指定短期入所療養

介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介

護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若し

くは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者若しく

は入所者の退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を

認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得

て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて

当該利用者若しくは入所者の紹介を行った場合に所定単位数を

算定する。

９ 理学療法（１回につき）

イ 理学療法 123単位(Ⅰ)

ロ 理学療法 73単位(Ⅱ)

531



- 6 -

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介

護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業

所において、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は

指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者

に対して、理学療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定

し、ロについては、それ以外の指定短期入所療養介護事業所、

介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において

、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予

防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、

理学療法を個別に行った場合に算定する。

２ 理学療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回

（作業療法及び言語聴覚療法と併せて１日４回）に限り算定す

るものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して４月

を超えた期間において、１月に合計11回以上行った場合は、11

回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当す

る単位数を算定する。

３ 理学療法 に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合(Ⅰ)

しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養

介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において

、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテーション

計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき理学療法

を算定すべき理学療法を行った場合に、利用者が理学療法を(Ⅰ)

必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若

しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若し

くは退所した日又は法第27条第１項に基づく要介護認定若しく

は法第32条第１項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利

用した月に限り、１月に１回を限度として所定単位数に480単

位を加算する。ただし、作業療法の注３の規定により加算する

場合はこの限りでない。
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４ 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養

介護事業所において、理学療法士等が指定短期入所療養介護又

は指定介護予防短期入所療養介護を行う療養棟（指定施設サー

ビス等の費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第

21号）別表の４のイからヘまでの注１に規定する療養棟をいう

。10において同じ。）において、基本的動作能力又は応用的動

作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の

訓練及び指導を月２回以上行った場合は、１月に１回を限度と

して所定単位数に300単位を加算する。ただし、作業療法の注

４の規定により加算する場合はこの限りでない。なお、当該加

算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位

数は算定しない。

５ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防

短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の理学療法士

を２名以上配置し、理学療法 を算定すべき理学療法を行った(Ⅰ)

場合に、１回につき35単位を所定単位数に加算する。

10 作業療法（１回につき） 123単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療

院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期

入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療

養介護を受けている利用者又は入所者に対して、作業療法を個別

に行った場合に、所定単位数を算定する。

２ 作業療法については、利用者又は入所者１人につき１日３回（

理学療法及び言語聴覚療法と合わせて１日４回）に限り算定する

ものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して４月を超

えた期間において、１月に合計11回以上行った場合は、11回目以

降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数

を算定する。

３ 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
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いるものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事

業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、医師、

看護師、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定

し、当該リハビリテーション計画に基づき作業療法を算定すべき

作業療法を行った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の

原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院

、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法

第27条第１項に基づく要介護認定若しくは法第32条第１項に基づ

く要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、１月に１

回を限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、理学

療法の注３の規定により加算する場合はこの限りでない。

４ 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介

護事業所において、作業療法士等が指定短期入所療養介護又は指

定介護予防短期入所療養介護を行う療養棟において、基本的動作

能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るた

めの日常動作の訓練及び指導を月２回以上行った場合は、１月に

１回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただし、理

学療法の注４の規定により加算する場合はこの限りでない。なお

、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所

定単位数は算定しない。

５ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短

期入所療養介護事業所において、専従する常勤の作業療法士を２

名以上配置して作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、

１回につき35単位を所定単位数に加算する。

11 言語聴覚療法（１回につき） 203単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療

院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期

入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療

養介護を受けている利用者又は入所者に対して、言語聴覚療法を
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個別に行った場合に、所定単位数を算定する。

２ 言語聴覚療法については、利用者又は入所者１人につき１日３

回（理学療法及び作業療法と併せて１日４回）に限り算定するも

のとし、その利用を開始又は入所した日から起算して４月を超え

た期間において、１月に合計11回以上行った場合は、11回目以降

のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を

算定する。

３ 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短

期入所療養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚士を２

名以上配置して言語聴覚療法を行った場合に、１回につき35単位

を所定単位数に加算する。

12 集団コミュニケーション療法（１回につき） 50単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療

院又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期

入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療

養介護を受けている利用者又は入所者に対して、集団コミュニケ

ーション療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

２ 集団コミュニケーション療法については、利用者又は入所者１

人につき１日３回に限り算定するものとする。

13 摂食機能療法（１日につき） 208単位

注 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期

入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院

サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又

は入所者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂食機能療

法を30分以上行った場合に、１月に４回を限度として所定単位数を

算定する。

14 短期集中リハビリテーション（１日につき） 240単位

注 介護医療院において、介護医療院サービスを受けている入所者に

対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は
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言語聴覚士が、その入所した日から起算して３月以内の期間に集中

的に理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を行った

場合に、所定単位数を算定する。ただし、理学療法、作業療法、言

語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合は、算定しない。

15 認知症短期集中リハビリテーション（１日につき） 240単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た介護医療院において、介護医療院サービスを

受けている入所者のうち、認知症であると医師が判断した者であっ

て、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判

断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所した日から起算して３

月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に

、１週に３日を限度として所定単位数を算定する。

16 精神科作業療法（１日につき） 220単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又

は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療

養介護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を

受けている利用者又は入所者に対して、精神科作業療法を行った場

合に、所定単位数を算定する。

17 認知症老人入所精神療法（１週間につき） 330単位

注 指定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期

入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護医療院

サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又

は入所者に対して、認知症老人入院精神療法を行った場合に、所定

単位数を算定する。
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参考２－４

厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基

準等
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に
対
し
適
切
な

ロ

利
用
者
又
は
入
院
患
者
の
数
が
言
語
聴
覚
士
の
数
に
対
し
適
切
な
も
の
で
あ

も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

十

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

十

認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
算
定
す
べ
き
施
設
基
準

ョ
ン
を
算
定
す
べ
き
施
設
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

539



- 3 -

ロ

入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
数
が
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴

ロ

入
院
患
者
数
が
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
数
に
対

覚
士
の
数
に
対
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
精
神
科
作
業
療
法
の
施
設
基
準

十
一

精
神
科
作
業
療
法
の
施
設
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

利
用
者
、
入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
数
が
作
業
療
法
士
の
数
に
対
し
適
切
な

ロ

利
用
者
又
は
入
院
患
者
の
数
が
作
業
療
法
士
の
数
に
対
し
適
切
な
も
の
で
あ

も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）
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参考２－５

厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別な

薬剤
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療
費
に
係
る
特
別
な
薬
剤
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
三
十
二
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
係
る
特
別
な
薬

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療
費
に
係
る
特
別
な
薬
剤

剤

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号

一

削
除

に
規
定
す
る
麻
薬

二

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一

号
に
規
定
す
る
麻
薬

542



参考２－６

介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八

十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める

ところにより算定した費用の額

543
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○

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
第
八
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
平
成
十
二
年
厚
生
省

告
示
第
三
十
八
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（

年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（

以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
訪
問
介
護

以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
訪
問
介
護

費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

か
ら
注

ま
で
及
び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る

費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

か
ら
注

ま
で
及
び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る

11

14

11

13

費
用
の
額

費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す

る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
４

か
ら
注
６
ま
で
及
び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
注
５

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
注
５

か
ら
注
７
ま
で
、
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定

か
ら
注
７
ま
で
、
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

の
注
５
か
ら
注
７
ま
で
、
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う

。
）
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
注
４
か
ら
注
７
ま
で
、
ロ
及
び
ハ
の

規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

の
注
６
か
ら
注

ま
で
及
び
チ
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

の
注
７
か
ら
注

ま
で
及
び
チ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
及
び
指
定

12

12

及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
イ
及
び

の
イ
及
び
ロ
の
注
５
か
ら
注

ま
で
並
び
に
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に

ロ
の
注
６
か
ら
注

ま
で
並
び
に
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

10

10

係
る
費
用
の
額

四

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費

四

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費

の
イ
の
注
２
か
ら
注
５
ま
で
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用

の
イ
の
注
３
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予

の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
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リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
２
か
ら
注
５
ま
で
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
加

の
イ
の
注
３
及
び
ロ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

の
注
６
、
ニ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

の
注
４
、
ニ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
介
護
費
の
イ
の
注
２
、
チ

及
び
リ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費

六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
５
、
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
４
、
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並

び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
２
、
チ
及
び
リ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
２
、
ト
及
び
チ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の

額

額

七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
ヘ
及

七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
ホ
及

び
ト
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介

び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介

護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
に

護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
ニ
及
び
ホ
の
規
定
に

よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴

八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴

か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
イ
⑹
、
ロ
⑻
、
ハ
⑹
、
ニ
⑹
及
び
ホ
⑿
に
係
る
費
用
の
額

か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
イ
⑸
、
ロ
⑺
、
ハ
⑸
及
び
ニ
⑹
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に

16

15

並
び
に
イ
⑺
、
イ
⑻
、
ロ
⑼
、
ロ
⑽
、
ハ
⑺
、
ハ
⑻
、
ニ
⑺
、
ニ
⑻
、
ホ
⒀
及
び

イ
⑹
、
イ
⑺
、
ロ
⑻
、
ロ
⑼
、
ハ
⑹
、
ハ
⑺
、
ニ
⑺
及
び
ニ
⑻
の
規
定
に
よ
る
加

ホ
⒁
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介

算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の

護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注

、
イ
⑷
、
ロ
⑹
、
ハ
⑷

12

11

、
イ
⑸
、
ロ
⑺
、
ハ
⑸
、
ニ
⑸
及
び
ホ
⑾
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
イ
⑹
、
イ
⑺

及
び
ニ
⑸
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
イ
⑸
、
イ
⑹
、
ロ
⑺
、
ロ
⑻
、
ハ
⑸
、
ハ
⑹

、
ロ
⑻
、
ロ
⑼
、
ハ
⑹
、
ハ
⑺
、
ニ
⑹
、
ニ
⑺
、
ホ
⑿
及
び
ホ
⒀
の
規
定
に
よ
る

、
ニ
⑹
及
び
ニ
⑺
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

加
算
に
係
る
費
用
の
額

九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費

九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費

の
ト
及
び
チ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー

の
ヘ
及
び
ト
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ニ
及

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ニ
及

び
ホ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

び
ホ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
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ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
イ
及
び

位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
イ
及
び

ロ
の
注
５
か
ら
注

ま
で
並
び
に
ホ
、
ト
及
び
チ
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算

ロ
の
注
６
か
ら
注

ま
で
並
び
に
ホ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費

11

11

に
係
る
費
用
の
額

用
の
額

十
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
夜
間
対
応
型
訪
問
介

十
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
夜
間
対
応
型
訪
問
介

護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
ハ
並
び
に
ニ
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る

護
費
の
ハ
及
び
ニ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

費
用
の
額

十
二
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
通

十
二
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
通

所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
、
ハ
並
び
に
ニ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用

所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
、
ハ
並
び
に
ニ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用

の
額

の
額

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能
型
居

十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
、
チ
、
リ
、
ヲ
及
び
ワ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係

宅
介
護
費
の
イ
の
注
７
及
び
ト
か
ら
ヌ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の

る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

表
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
イ
の
注
７
、
ホ
、
チ
及
び
リ
の

予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
イ
の
注
７
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に

規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型
共
同

十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
費
の
ヌ
及
び
ル
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地

生
活
介
護
費
の
ト
及
び
チ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
費
の
リ
及
び
ヌ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

型
共
同
生
活
介
護
費
の
ヘ
及
び
ト
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

十
六

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
特
定
施

十
六

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ヘ
及
び
ト
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費

十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費

の
イ
及
び
ロ
の
注
６
並
び
に
チ
か
ら
ヨ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の

の
ヘ
か
ら
ワ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

額
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